
   

 

 

 
 

 

 

モニタリング強化型特別保証制度の取扱いを開始 

～経営状況の変化の予兆を早期に捉えて事業者の皆さまを支援します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

信用保証トピックス 
（令和８年３月） 

事業者と認定経営革新等支援機関との連携による定期的なモニタリングを通じて、経

営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経

営改善を後押しするため、3月16日に「モニタリング強化型特別保証制度」が創設され、

同日から保証申込の受付を開始しています。 

 

    Tle078-393-3922（総務企画部企画調整課） 

兵 庫 県 信 用 保 証 協 会 

認定経営革新等支援機関※との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把

握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している方 

なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機

関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高（信用保証協

会の保証を付さない融資残高）の割合が 5 割以上であるものに限ります 

※中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受け

た、税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関など 

 

 

令和８年３月 1６日～令和９年３月 31 日(保証申込受付分)  通常の保証料率の１／２相当額を補助 

 

事業者による経営状況等の報告により、金融機関及び信用保証協会が経営状況の変化の予兆を早期に

捉えることで、適時・適切な経営支援等に繋げます。 



   

 

 

 

制度概要  

※1 令和 8 年 3 月 16 日から令和 9 年 3 月 31 日までの保証申込受付分に対する補助率です 

 （令和 9 年 4 月 1 日以降受付分は補助の有無を含め未定です） 

※2 条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外となります 

保証料補助  
適用される保証料率に応じて、各補助率区分欄に掲げる料率に相当する額を国が補助します 


